
基本理念　地域で支え合い笑顔かがやく元気な加東

政策目標　生きがいをもって安心して住み続けられる地域づくり

加東市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画進捗状況（令和7年度）

令和8年3月25日

資料１



　①元気な高齢者を増やすために（介護予防と高齢者の生きがいづくりの推進）

○介護予防・
日常生活支援
総合事業の推
進

・まちかど体操教室では、
新型コロナウイルスの影響
等による参加者数減少や活
動休止があり、活動の再開
の働きかけや新規立ち上げ
の啓発、継続支援が課題。

・体操教室だけでなく、地
域においても新型コロナウ
イルス感染症拡大を機に外
出頻度が減少している（生
活支援体制整備事業の調査
結果より）。

・前期計画に比べ地域有志
の活動への「参加者」「お
世話役」の参加意欲のある
人の割合が減少（一般高齢
者・要支援認定者へのアン
ケートより）。

・介護予防・フレイル予防
に資する取組の一環として
住民主体の通いの場を市全
域に展開・拡大するような
地域づくりを推進する。

・高齢者のライフスタイル
に応じた生きがいづくりや
活動支援をすることで、健
康寿命の延伸と地域の活性
化につなげる。

※アウトドア派外交的（外
出が週に2回以上、地域住
民有志の活動に参加意欲の
ある方）で「生きがいがあ
る人」の割合が高い。（地
域活動に参加することで、
市民の「生きがい」につな
がる。）

・まちかど体操教室は、新規グループ3か所が増え、全体で６５か所
になった。希望のグループには、専門職や介護予防サポーターが出向
いて体力測定や講座を開催し、定期的に意識啓発を行うことで、モチ
ベーションの向上につなげた。グループ毎の参加者数や参加状況を把
握し、必要な方に訪問や電話で状況確認を行った。（R６年度参加者
数は、約1,000人、６５歳以上高齢者の参加率は、8.8％）。グルー
プにより、参加者の固定化と人数減少が課題であり、次年度は、大学
と連携し、体操教室の効果の見える化や、普及啓発に努めていく。

・介護予防普及啓発として、専門職が地域に出向き、フレイル予防や
体操の体験講座等、介護予防につながる講座を開催した。事業対象者
や要支援者になっても、継続して通いの場等に通えるように、移動支
援や買い物支援、リハビリ専門職との連携など、サービスの充実を
図った。また、まちかど体操教室参加者の声や各グループの様子を掲
載したチラシの作成と配付、広報・ケーブルテレビを活用し、通いの
場への参加につながるよう普及啓発に努めた。次年度も引き続き介護
予防の必要性について啓発を実施していく。

・事業対象者や要支援者など、運動機能の低下が見られる方に対し、
専門職が目標を共有し、訪問等により、生活についてのセルフマネジ
メントのサポートを行うことで、本人が自信を取り戻し、再び通いの
場への参加ややりたいことにつながるまでの支援をリハビリ専門職と
連携して実施した。次年度も引き続き、リハビリ専門職等との連携を
強化し、必要な方が利用し、本人の目標が達成できるようサポートを
行う。

・移動による問題で通いの場に参加できない高齢者を支援するため、
デマンド型交通の乗降場所に地区公民館等を追加した。また、事業対
象者・要支援者を対象にした移動支援について、すべてのまちかど体
操教室グループを対象に範囲の拡大を行った。介護予防の事業と組み
合わせることにより通いの場の参加促進につないだ。必要な方が利用
できるよう、次年度も引き続き周知・啓発に努める。

基本
目標
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　①元気な高齢者を増やすために（介護予防と高齢者の生きがいづくりの推進）

基本
目標 令和7年度具体的内容

（次年課題と方向性等）

各事業実施状況及び課題と方向性
施策の方向性 具体的施策・事業

方向性課題

○高齢者の社
会参加の促進
と生きがい対
策事業の充実
（シニアクラ
ブ・高齢者大
学・敬老事
業）

・シニアクラブ（老人クラ
ブ）では、登録クラブ数や
会員数が減少。

・敬老事業では、コロナ禍
で対面方式の実施が減少。

・高齢者がお互いに交流を
深めながら地域と主体的に
かかわり、生きがいのある
豊かな高齢期を送ることが
できるよう、シニアクラブ
（老人クラブ）の活動継続
を支援するとともに、高齢
者大学等学習機会の提供に
努める。また、敬老事業で
は、対面でできる方式を基
本とし参加しやすい環境づ
くりに努め、高齢者の社会
参加の促進を図る。

・シニアクラブ数、単位69クラブ、小規模4クラブに対し補助金を交
付し支援。課題としては、会員数の低下や役員の成り手不足によりク
ラブ数が減少している。シニアクラブ（老人クラブ）活動が継続でき
るような加東シニアクラブ連合会と協議し、地域の実情を把握し、原
因の分析及び対策の検討を継続する。

・敬老事業では対面方式を前提とするが、コロナ禍以降、高齢者の声
かけや見守りを目的とする記念品配布を対象内容に加え、できるだけ
多くの高齢者が参加できるよう取り組み、参加困難な方も地区とのつ
ながりを持つことができた。次年度も対面方式を前提としながら、見
守りも兼ねた記念品配布も対象とする方向である。

○地域の介護
予防生活支援
を担う人材育
成

・人材育成については、生
活支援サポーターの活動者
数が伸び悩んでおり、サ
ポーター養成体制の見直し
や、活動の啓発が必要であ
る。

・サポーター養成体制の見
直しと活動の啓発推進に向
けて取組み、人材育成につ
なげる。

・生活支援サポーター養成講座では、介護予防やコミュニケーション
等市民の関心のあるテーマとし、高齢者大学の開講式で出前講座を
行った（参加者134名）。（全体の参加者は、R６年１６人→R７年
１５９人）
介護予防サポーター養成講座では、１８名の参加があり、まちかど体
操の活動紹介や介護予防の講話、体操等の実践を行った。引き続き、
内容を工夫しながら、地域活動に取り組む介護予防サポーターの人材
育成に取り組む。

1-2 ２　高齢者
を支える人
材と活躍の
場の充実
（Ｐ89）
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　①元気な高齢者を増やすために（介護予防と高齢者の生きがいづくりの推進）

基本
目標 令和7年度具体的内容

（次年課題と方向性等）

各事業実施状況及び課題と方向性
施策の方向性 具体的施策・事業

方向性課題

○就業・事業
の立ち上げ・
ボランティア
活動の促進

・シルバー人材センター事
業を通じて、高齢者の就業
を支援する一方、ボラン
ティア等の社会活動、地域
活動などへの参加を「加東
シニアいきいきポイント事
業」によって、より一層促
進し、地域社会で活躍でき
る機会を提供する必要があ
る。

・シルバー人材センター事
業の活動内容を把握し、働
く場の紹介や利用につなげ
る。
・「加東シニアいきいきポ
イント事業」により、人と
のつながりと高齢者の生き
がいが高まるよう研修や情
報交換会の実施、必要時個
別相談を行い支援する。新
規登録、高齢者施設等の受
け入れ登録増加を目指し、
委託先のシルバー人材セン
ターとの連携を強化する。

・シルバー人材センターでは、認知症や自立支援等、介護予防につな
がる研修等を４回実施。
・情報交換会は令和８年1月9日実施、15名参加。
　仕事をすることや体を動かし交流することが自身の介護予防につな
がることを啓発できた。

・加東シニアいきいきポイント事業（R７年度１月末現在 ）
　登録者約４５０名、受入施設数１８施設（うち１５施設で受け入れ
中）
　高齢者施設活動者　約２０名
　高齢者施設活動者からは、「自分の生きがい」「活動が楽しみ」と
の声があり、受け入れ施設側のアンケート結果より「来てもらえて助
かる」との声が多かった。

・まちかど体操教室では、貯筋通帳にシールががたまること（出席
シール１００回分でポイント換金）を楽しみにされている方が多くあ
り、出前講座や出席回数に応じたポイント加算等、参加者のモチベー
ションを向上し、楽しく継続して運動に取組めるよう工夫を行った。

・介護予防サポーター等の活動に対し、ポイントを付与することで、
高齢者の自主的な介護予防活動や地域づくりを支援した。

事業の内容や効果がまだ市民全体に周知できていないため、周知・啓
発に努めるとともに、地域の課題と高齢者の活動希望に合ったボラン
ティア内容の選択肢の増加や介護予防に取組む高齢者が増えるようよ
り利用しやすい事業として推進していくため、市民や関係機関等の意
見を反映しながら進めていく。
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②高齢者を地域で支える仕組みづくり（地域包括ケアシステムの推進）

○地域包括支援
センターの機能
強化

・今後の高齢化の進展等に
伴い増加するニーズに適切
に対応するため、機能や体
制の強化が必要。

・地域包括支援センターの
業務内容及び業務量に応じ
た人員体制の安定的な確保
と人材育成に取り組む。
・地域包括支援センター機
能の自己評価の結果を踏ま
え、地域包括支援センター
運営協議会での検討を通じ
て業務の点検と改善を行
い、業務の質の向上に努め
る。

・地域包括支援センター職員の資質向上を図るため、在籍する全ての
職員に対して、その必要性に応じて研修に参加する機会を公平に設
け、研修に参加した職員が得た知識等を職員間で共有し育成を図っ
た。
・地域包括支援センターの業務実施状況及び自己評価を踏まえた地域
包括支援センター運営協議会での検討を通じて業務の点検を行った。
・引き続き、地域包括支援センターのケアマネジメント力の向上と支
援体制を強化しつつ、地域の介護支援専門員対象の研修や地域ケア会
議等の機会を通じて実践力向上支援を図っていく。

○属性を問わな
い相談支援の充
実

・複雑化・複合化した支援
ニーズに対応する相談支援
が必要。

・重層的支援体制整備事業
による関係者の連携による
チームでの円滑な支援に継
続して取り組む。
・独居高齢者のアウトリー
チ活動により実態把握を行
うとともに社会的孤立を防
ぐために、地域の通いの場
等の居場所や社会参加に丁
寧につなぐことを意識した
継続的な関わりに努める。

・福祉総合相談窓口との連携により、相談者が抱える複合化した課題
の整理や支援方針、役割分担等を関係者で共有し、チームでの円滑な
支援に取り組んだ。
・福祉票提出者で80歳以上の独居高齢者に対し、電話や訪問により
生活の実態把握を行い、必要に応じて地域の通いの場や各種サービス
につないだ。
・引き続き、必要なサービスや地域の通いの場等の社会資源につなぐ
ことを意識した関わりに努める。

○地域ケア会議
の充実

・抽出された地域課題の解
決に向けて、ネットワーク
の構築や地域づくり、地域
資源の開発が必要。

・高齢者個人に対する自立
支援の充実と地域の関係者
の連携を強化する。
・個別ケース課題の分析か
ら地域に共通する課題を発
見し、関係機関や他課との
役割分担、対策の協議を重
ねながら、住民ニーズに
合ったサービスの基盤整備
につなげる。

・地域ケア課題会議で地域課題として抽出される課題が固定化されて
いることから、より精緻に課題の洗い出しが出来るように会議の運営
を見直した。事例検討を主体とした課題抽出手法は変えず、詳細まで
事例を揉みこんで、細やか且つ広範に必要な社会資源について検討が
行えるように1事例当たり2回の会議を開催する形にし、振り返り検
証をしながら、地域に共通する課題から地域住民のニーズに合った基
盤整備に努める。
・地域ケア推進会議で話し合われた地域資源の検証では、地域企業と
の連携について商工会等関係機関に参加いただき検討が行われた。地
域のスーパーとの健康・介護関連のコラボレーション企画、加東市
ちょっとした困りごとお助け帳刷新につなげることが出来た。引き続
き、取り組むべき課題とその解決策を協議していく。

方向性
令和7年度具体的内容

（次年課題と方向性等）

各事業実施状況及び課題と方向性

課題

具体的施策・事業

１　包括的
な地域ケア
体制の充実
（Ｐ95）
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②高齢者を地域で支える仕組みづくり（地域包括ケアシステムの推進）

方向性
令和7年度具体的内容

（次年課題と方向性等）

各事業実施状況及び課題と方向性

課題

具体的施策・事業
基本
目標

施策の方向性

2-2

2　家族介
護者に対す
る支援の充
実（Ｐ
97）

○家族介護が継
続できるための
施策の推進

従来の家族介護者支援を継
続しつつ、ヤングケアラー
の家族介護者支援に取り組
むことが必要。

・身近な地域で気軽に相談
ができる体制整備。
・介護と両立しながら仕事
を続けられるための環境整
備。
・家族介護者の適切な介護
知識等の習得やリフレッ
シュを図る機会の確保。
・ヤングケラー支援ための
情報共有体制づくり。

・日中仕事をしている家族介護者が利用しやすいように週1回相談窓
口の開設時間を夜間に延長し、令和6年度16件、令和7年度（R8.2
末）18件の相談を受け付けた。引き続き、夜間相談窓口（要予約）
の開設により、相談体制の充実を図ります。
・家族介護用品支給事業は継続して実施。申請者は80人。
・社会福祉協議会や介護事業所の介護者のつどいは、介護者同士が気
軽に集い、在宅介護に関する情報交換や意見交換の場になっている。
・家族介護者支援を継続しつつ、他部署や介護関係者との連携によ
り、ヤングケアラーの早期把握に努める。

○ 認 知 症 ケ ア
ネットと相談支
援体制の推進

・認知症に関して不安を持
つ本人・家族に対する相談
窓口の周知度が低い状況で
ある。

・身近な相談窓口として、
認知症相談センターを住民
に周知するとともに、認知
症ケアネットを相談の場面
で活用し、本人・家族の不
安や負担を軽減し、相談支
援体制の強化を図る。

・加東ケーブルビジョンや広報、機関誌等で住民に向けて、認知症相
談センターの周知を行った。
・「認知症ケアネット」の情報を更新し、相談支援の場で活用するこ
とで、認知症の経過と対応方法についての見通しを伝えながら本人・
家族の不安軽減につなげるための支援を行った。
・引き続き、認知症の相談窓口の周知を図るとともに、相談体制の推
進に努める。
・認知症になっても希望を持って自分らしく暮らし続けられる「新た
な認知症観」に基づき、共生社会の実現に向けた市民理解を促進す
る。

○認知症の早期
発見・早期支援
の取組（物忘れ
相 談 プ ロ グ ラ
ム・認知症初期
集中支援事業）

・認知症に早期に気づいて
適切に対応していくため、
早期発見・早期受診が重要
である。
・認知症初期集中支援事業
の認知度が低いため、市
民、関係機関への周知を図
る必要がある。

・広報や加東ケーブルビ
ジョン、ホームページなど
を積極的に活用し、身近な
かかりつけ医への早期受診
や相談窓口の利用について
広く周知し、早期発見・早
期対応につなげる。
・認知症初期集中支援事業
について、市民や関係機関
に対する普及啓発を強化す
る。

・広報や加東ケーブルビジョン等を活用し、早期受診や相談窓口の利
用について広く周知した。
・市役所や市民病院に常設する「物忘れ相談プログラム」や「認知症
初期集中支援チーム」の認知度向上のため、啓発チラシを作成し、市
内医療機関・薬局などに配架し、市民に情報が届くよう周知を強化し
た。
・集団検診での物忘れ相談プログラムの実施や警察等の関係機関との
連携によるアウトリーチを実施した。引き続き、潜在的な支援ニーズ
を早期に掘り起こし、適切な医療・介護サービスへ確実かつ迅速に繋
げる体制構築に努める。
・認知症の進行抑制に寄与する最新の治療薬等の普及に合わせ、MCI
（軽度認知障害）期からの早期受診の重要性を広く啓発し、受診動機
の醸成を図る。

3　認知症
高齢者（若
年性認知症
を含む）へ
の支援の充

実（Ｐ
99）

2-3
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②高齢者を地域で支える仕組みづくり（地域包括ケアシステムの推進）

方向性
令和7年度具体的内容

（次年課題と方向性等）

各事業実施状況及び課題と方向性

課題

具体的施策・事業
基本
目標

施策の方向性

○地域における
支援体制の強化

認知症の人が、認知症とと
もによりよく生きていくこ
とができるような地域づく
りを進める必要がある。

・認知症サポーター養成講
座を実施するとともに、認
知症サポーターと認知症の
人やその家族の支援ニーズ
をつなげるチームオレンジ
の活動を支援し、地域にお
ける支援体制の強化を図
る。
・ひとり外出見守り・SOS
ネットワークの連携体制の
強化に努め、認知症の人に
対する理解促進や地域での
見守りに対する意識の向上
を図る。

・認知症になっても、地域での社会生活が維持できるように、認知症
は誰でもおこりうることの啓発に取り組んだ。
・認知症サポーター養成講座を開催し、多世代への啓発とともに地域
での見守り体制を強化した。（9回270名）
・認知症の人が安心して暮らし続けられる地域づくりの充実を図るた
め、引き続き認知症サポーターを対象にステップアップ講座を開催
し、チームオレンジ活動につなげる。

○認知症高齢者
（若年性認知症
を含む）とその
家族の支援

・認知症の診断を受け、適
切な治療を開始できたとし
ても、心理面・生活面の早
期からの支援が必要。
・支援関係機関、企業等労
働関係、地域住民に対する
若年性認知症の理解促進が
必要。

・地域住民が相互に情報共
有、支援を促進する場とし
ての物忘れ予防カフェの充
実と普及を図る。
・受診や相談等の早期支援
につながるような普及啓
発。

・市内の事業所が開催する若年性認知症カフェへ参加し、当事者や家
族の支援について、継続的に事業所とともに行った。
・市民向けセミナーや広報、加東ケーブルビジョン等で住民に向け
て、認知症の理解について普及啓発を行った。
・さらに認知症の人の理解促進を図るため、地域住民だけでなく、企
業等労働関係機関に向けての普及啓発の機会の確保に努める。
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②高齢者を地域で支える仕組みづくり（地域包括ケアシステムの推進）

方向性
令和7年度具体的内容

（次年課題と方向性等）

各事業実施状況及び課題と方向性

課題

具体的施策・事業
基本
目標

施策の方向性

○生活支援体制
の整備促進

・高齢者単身世帯や夫婦の
みの高齢者世帯、認知症の
人の増加に伴い、日常生活
上の支援が必要な高齢者が
増加する。

・生活支援コーディネー
ターや協議体による地域の
ニーズや資源の把握、関係
者のネットワーク化、担い
手の養成、資源の創出等を
通じ、生活支援サービスの
整備を推進する。

・各認知症カフェの開催状況の聞き取りや、地区のまちかど体操等へ
出向き、高齢者の生活状況や困りごとの調査を行った。自宅まで宅
配・出張可能な資源をまとめた「加東市ちょっとした困りごとお助け
帳」を活用し必要な方の支援に努めた。コーディネーターだよりを発
行することで事業の啓発と見える化に取り組んだ。ウエルシア薬局㈱
と連携協定を締結し移動販売の運行を開始した。移動販売については
利用者増に向けた啓発が必要。また、地域資源を集約したものを作成
し見える化に努める。
【滝野地域】移動店舗の継続とお出かけ支援について協議を行った。
今後は、困りごとアンケートを実施し地域の再アセスメントを行う。
【東条地域】住民主体で活動している各団体と連携し活動を支援し
た。今後も各種活動が継続できるよう各団体をの関係性を構築してい
く。
【社地域】５つの旧小学校区単位で、地域の活動や話し合いの場に参
加し、課題やニーズ、地域資源の把握に努めた。好事例を他地区にも
共有することで地域活動をさらに展開していく。

○多様なサービ
スの充実

（生活支援体制整備事業に
おける情報収集より）
・移動手段について、高齢
になって運転ができなくな
ると、代替えの移動手段が
ほとんどないため、外出で
きない。
・買い物弱者に対する社会
資源が少ない。

・高齢者の地域での生活支
援に関する多様なニーズに
応じた、きめ細やかな福祉
サービスの充実を図る。
・福祉タクシー券利用助成
事業では、対象者、枚数制
限についてデマンド型交通
の実証実験を踏まえて見直
しを行う。

・デマンド型交通事業の実証実験を踏まえ、令和7年度よりデマンド
型交通事業は移動範囲を拡大し、福祉施策として実施する方向性が決
まった。福祉タクシー事業については、令和７年度よりデマンド型交
通事業を補う事業として対象者を見直し、所得制限・枚数制限を撤廃
することで、支援の必要な高齢者の外出支援につなげた。
・令和７年度より、ウエルシアによる移動販売車をまちかど体操教室
等9か所で実施することで、買い物支援とまちかど体操教室参加の促
進に努めた。
・次年度も引き続き利用者の声を聞きながらサービスの充実を図って
いく。

2-4

4　多様な
生活支援の
充実（Ｐ
105）
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②高齢者を地域で支える仕組みづくり（地域包括ケアシステムの推進）

方向性
令和7年度具体的内容

（次年課題と方向性等）

各事業実施状況及び課題と方向性

課題

具体的施策・事業
基本
目標

施策の方向性

2-5

5　在宅医
療・介護連
携の推進
（Ｐ109）

○医療と介護の
連携強化

・医療と介護ニーズを併せ
持つ高齢者の増加が見込ま
れるため、医療と介護の連
携促進や地域資源の有効活
用を促すためのコーディ
ネート機能の強化が必要。

・関係機関が連携し、多職
種協働により在宅医療・介
護を一体的に提供できる体
制を構築する。
・地域住民への普及啓発を
推進する。

・在宅医療介護連携支援センター（医師会委託）において、医療介護
関係者からの相談対応と研修会を２回（参加者128名）開催し、関
係機関の連携を図った。
・かかりつけ医連絡会等、多職種連携の会議を開催し、現状について
の意見交換と地域の目指すべき姿を共有し、多職種連携の大切さにつ
いて共通認識を図った。今後も、各関係機関等との情報共有を図りな
がら、事業の推進に努める。
・普及啓発では、在宅医療・介護連携セミナーを１１月３０日（参加
者７２名）に開催し、高齢者に多い骨折についての講演会開催・パン
フレットや冊子を用いての啓発を行った。
引き続き、在宅医療・介護を一体的に提供できるよう各関係機関と連
携を図っていく。

○高齢者虐待防
止・支援ネット
ワークの推進

・早期発見・見守り体制の
強化のため、保健医療福祉
サービスや関係専門機関の
介入支援が必要。
・高齢者虐待への迅速かつ
適切な対応が必要。

・高齢者虐待の対応窓口の
周知徹底、関係者への虐待
防止研修の実施、高齢者虐
待防止法等についての周知
・関係機関との連携協力体
制の強化

・高齢者虐待相談件数の増加（令和4年度62件、令和5年度90件、
令和6年度157件、令和7年度※260件）と事案の複雑・多様化に対
し、市が責任主体として迅速かつ適正な介入を継続し、高齢者の尊厳
と安全を最優先に確保するための体制を維持・発展させる。
・課題の多様化を受け、家庭と施設の両側面から権利擁護意識を徹底
し、早期発見から適切な支援へと繋げるための専門性と対応力の向上
を図るため、権利擁護セミナーを3回実施した。引き続き課題解決に
沿った内容で実施していく。
・市民への啓発活動や相談・通報窓口の周知をパンフレットやケーブ
ルテレビ等で行った。引き続き、地域全体で虐待を防止する意識の醸
成に努める。
・複雑な事案に対する迅速な解決と再発防止に向けた地域一体の支援
体制を推進するため、「高齢者虐待防止ネットワーク」を基軸とし、
医療・保健・福祉・司法等の関係機関との多職種による重層的なセー
フティネットの構築を図っていく。

○成年後見制度
の利用促進に向
けた取組

・認知症高齢者の増加に伴
い、成年後見制度を必要と
する対象者の増加が見込ま
れる。

・北播磨定住自立圏構想に
て成年後見事務の共同実施
について市に適した中核機
関を設置し、地域連携ネッ
トワークを構築する。

・成年後見制度の円滑な利用に向け、中核機関との連携を密にした地
域連携ネットワーク構築に努め、パンフレット等の活用により、市民
や関係機関に対する制度への理解促進と普及啓発を強化した。
・ 2か月に1回の実務者会議を通じ、情報共有と個別ケースへの対応
力を向上を図った。
・制度運用や課題の協議に継続参画し、現場のニーズを施策に反映し
た。多職種連携を基軸に、地域の実情に即した持続可能な権利擁護体
制の最適化に努める。

2-6

6　権利擁
護の取組の
充実（Ｐ
110）
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②高齢者を地域で支える仕組みづくり（地域包括ケアシステムの推進）

方向性
令和7年度具体的内容

（次年課題と方向性等）

各事業実施状況及び課題と方向性

課題

具体的施策・事業
基本
目標

施策の方向性

○高齢者にやさ
しい居住環境づ
くりの推進（人
生いきいき住宅
助成事業）

・「現在の住居での暮らし
を希望する人」が多く、住
宅改修のニーズは今後も高
い。
・住宅改修の効果的かつ適
正な利用に向けて相談や研
修の実施が必要。

・住宅改修に関する情報提
供と技術指導の実施。
・高齢者が安心して自立し
た生活を送ることができる
よう住環境の整備を行う。

・業者や居宅介護支援事業者に対して、住宅改修に関する研修を実施
し、また随時、個別相談やパンフレットの配布を通じて制度の啓発お
よび助言や指導を行った。
・理学療法士等の専門職との同行訪問により、専門職の視点をふまえ
たより効果的な方法、および制度に即した適正な事業の実施に努め
た。今後も高齢者に適した居住環境づくりの推進に努める。

○安心できる居
住の場の確保

地域においてそれぞれの生
活ニーズにあった住まいが
提供され、生活支援サービ
スを利用しながら個人の尊
厳が確保された生活が実現
されるために、保険、医
療、介護等のサービスが必
要。

・高齢者向け住宅等の高齢
者向け住まいについて、利
用状況の把握に努め、必要
な人への相談支援と情報提
供
・多様な生活課題を抱える
高齢者に対応できるよう、
養護老人ホームや軽費老人
ホームについても、必要な
人への相談支援と情報提供

・サービス付き高齢者向け住宅等について、利用状況を把握し、必要
な方への相談支援に努めた。今後も引き続き相談支援と情報提供を
行っていく。

○市民の防災意
識の向上のため
の取組

・避難行動のための地域に
おける支援体制づくりや防
災意識の向上のための取組
が必要。

・避難行動要支援者支援制
度の周知や避難行動要支援
者名簿情報の更新により、
平常時から地域や関係機関
との連携強化。
・地域住民や福祉の専門
職、関係機関との協働によ
る個別避難計画の作成に取
り組む。

・避難行動要支援者支援制度について広報やホームページ等を通じて
広く住民に周知した。
・避難行動要支援者名簿情報の更新を年１回行い、区長や民生委員・
児童委員をはじめとする避難支援等関係者と平常時から情報共有して
いる。
・避難行動要支援者のうち、ハザードマップ上の浸水想定区域等に居
住し、自力で避難することが特に困難と思われる方を優先的に個別避
難計画を地域住民や福祉の専門職、関係機関との協働で作成した。
・引き続き、避難行動要支援者の円滑な避難が可能となるよう、個別
避難計画作成の必要性について、地域住民等に広く周知し、防災意識
の向上を図る。

○介護事業所の
避難確保計画の
作成支援

・要配慮者利用施設として
指定する洪水浸水想定区
域・土砂災害警戒区域内に
ある介護事業所すべての避
難確保計画の作成及び訓練
が必要。

・洪水や土砂災害を想定し
た避難確保計画の作成及び
訓練の実施について支援す
る。

・要配慮者利用施設として指定する洪水浸水想定区域・土砂災害警戒
区域内にある介護事業所（9事業所）すべてが避難確保計画を作成
し、うち４事業所から避難訓練実施の報告があった。
・今後は、要配慮者利用施設の介護事業所すべてが避難訓練を実施で
きるよう促進する。

8　災害時・
感染症対策
の充実（Ｐ

114）

2-8

2-7

7　居住・
生活環境の
整備・充実
（Ｐ112）
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②高齢者を地域で支える仕組みづくり（地域包括ケアシステムの推進）

方向性
令和7年度具体的内容

（次年課題と方向性等）

各事業実施状況及び課題と方向性

課題

具体的施策・事業
基本
目標

施策の方向性

〇社会福祉施設
等との防災協定
に基づく福祉避
難所の運営

・福祉避難所の運営につい
て、必要となる対策や対応
を関係機関等と整理する必
要がある。

・福祉避難所の円滑な設置
運営のために、他課・関係
機関との調整・連携に努め
る。

・災害時要配慮者に配慮した避難所運営体制づくりに努めた。
・今後も災害時要配慮者に配慮した避難所運営体制づくりや福祉避難
所を整備するために、他課、関係機関との調整、連携を継続的に推進
する。

〇感染症に対す
る備え

・介護事業所における災
害・感染症発生時の支援・
応援体制の構築。

・防災や感染症対策につい
ての周知啓発、研修、訓練
の実施において必要な助言
及び適切な援助を行うとと
もに、関係機関等と連携し
て、発生時でも必要な介護
サービスの継続のための支
援・応援体制に努める。

感染症対策等の啓発に努めるとともに、社会福祉法人連絡協議会が実
施する合同防災訓練については、実施状況の報告を受け、連携を図っ
た。人員配置や物資確保体制等にについて確認し、計画の実効性を高
めるために助言や情報提供を行っていく。
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○在宅サービス
提供基盤の充実

・中長期的な人口動態や介
護サービスの見込み量を踏
まえた需要と供給のバラン
スを取っていく必要があ
る。

・施設・サービス種別の変
更など既存施設・事業所の
在り方も含め検討し、地域
の実情に応じた介護サービ
ス基盤を計画的に確保して
いくとともに介護を必要と
する人が適切なサービスが
受けられる体制を整えてい
く。

・第9期計画の進捗状況を点検（モニタリング）し、適正なサービス
確保及び実態把握に努めた。次期計画策定に向けた課題を抽出するた
め、サービス利用状況等の調査・分析を継続して行っていく。

○施設・居住系
サービスの提供
基盤の充実

・団塊世代が後期高齢者と
なり、重度化する人や施設
の利用の増加が見込まれ、
受け皿が不足すること。

・軽度の要介護認定者につ
いては、小規模多機能型居
宅介護や定期巡回・随時対
応型訪問介護看護などの在
宅サービスを組み合わせ
て、できる限り在宅生活を
継続できるよう支援すると
ともに重度の要介護認定者
や在宅生活が困難な方な
ど、本当に必要な人がサー
ビスを受けられるよう提供
基盤の充実を図っていく。

・特別養護老人ホームの待機者調査を行っており、待機者は増加傾向
にあるが、緊急度の高い待機者は横ばいで推移している。次期計画の
策定を見据え、介護給付費との均衡を保ちつつ、地域の実情に即した
持続可能な施設整備のあり方について整備計画の見直しを行ってい
く。
・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）が1事業所廃止に
なったことに伴い、公募を行い確保に努めたが、応募がなかったた
め、今後も継続していく。

令和7年度具体的内容
（次年課題と方向性等）

各事業実施状況及び課題と方向性

　③介護サービスの充実強化（介護保険制度の健全かつ円滑な運営）

　
③
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
強
化

基本
目標

施策名 具体的施策・事業
方向性課題

3-1

１　介護サー
ビス基盤の充
実（Ｐ
118）
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令和7年度具体的内容
（次年課題と方向性等）

各事業実施状況及び課題と方向性

　③介護サービスの充実強化（介護保険制度の健全かつ円滑な運営）

基本
目標

施策名 具体的施策・事業
方向性課題

○介護支援専門
員の資質・専門
性の向上に対す
る支援

・介護支援専門員の資質及
び専門性の向上。

・介護保険制度の基本理念
である利用者本位、自立支
援、公正中立等の理念を徹
底し、専門職としての専門
性の向上や軽度者等の自立
支援及び重度化防止に向け
た適切なケアマネジメント
ができるよう支援してい
く。

（外部委託によるケアプラン点検）
専門職によるケアプラン点検を、3事業所に対して実施した。初回点
検及びフォローアップを通じて、ケアマネジャーへの助言・指導を行
い、自立支援に資する適切なケアマネジメントの実践を支援すること
ができた。今後も継続的に実施していく。

（運営指導及びシステム活用）
運営指導等の機会を捉え、ケアプラン等を点検し助言を行った。ま
た、介護給付費適正化システムを活用した点検（縦覧点検等）や疑義
照会を実施した。更なるケアプランの質の向上につながるよう継続的
に実施していく。

○介護人材の確
保・生産性向上
に向けた取組

・介護給付等対象サービス
や地域支援事業に携わる質
の高い人材の安定的な確
保。
・介護サービスの業務効率
化と質の向上。

・介護サービスの質を確保
しながら必要なサービス提
供を行えるよう支援してい
く。

介護人材の確保に向け、初任者研修受講料の助成事業を継続して実施
した。今後も継続していく。あわせて、兵庫県等の生産性向上施策や
助成制度の周知・活用促進を図り、業務効率化と働きやすい職場づく
りを支援していく必要がある。

○サービス評価
事業への取組

・利用者が介護支援専門員
や事業所を適切に選択がで
きるようにする必要があ
る。

・引き続きサービス事業者
に自己評価及び外部評価を
行うよう指導していく。
・情報の公開についても指
導していくとともに市民に
対し、評価制度について周
知していく。

・全ての事業者に対し、自己評価及び外部評価の実施と情報公開を確
認した。また、市民が安心してサービスを選択できるよう、窓口等で
の介護サービス情報公表システムでサービス事業所の情報が閲覧でき
ることを窓口相談時等に引き続き周知していく。

２　介護保険
サービスの質
の向上と適正
利用の促進
（Ｐ123）

3-2
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令和7年度具体的内容
（次年課題と方向性等）

各事業実施状況及び課題と方向性

　③介護サービスの充実強化（介護保険制度の健全かつ円滑な運営）

基本
目標

施策名 具体的施策・事業
方向性課題

○事業所指導監
査

・より良いケアの実現及び
保険給付の適正化。
・介護サービスの質の向
上。

・保険給付の適正化及びよ
り良いケアの実現につなげ
るためにサービス事業者等
の育成支援を行っていく。
・利用者の自立支援に資す
る適切なケアプランの作成
を推進していく。

・定期的に実施している各事業所への運営指導に加えて、市内事業所
を対象にした集団指導を３月に行う予定にしている。
・運営指導においては、事業者に対して指摘や助言等を行い、様々な
要件や基準等について改めて再確認するよう促すことが出来た。今後
も、利用者の自立支援を目指し良質なサービスが提供されるよう、指
導・助言を行っていく。

○介護給付適正
化事業

・介護給付を必要とする受
給者の適切な認定。
・適切なサービスの確保及
び費用の効率化。
・持続可能な介護保険制度
の構築。

・今後も国民健康保険団体
連合会等と連携し、主要3
事業に取り組み介護給付適
正化を図っていく。

（主要3事業の確実な実施）
・要介護認定の適正化、ケアプラン点検、縦覧点検・医療情報の突合
の主要3事業を重点的に実施し適正化を図った。今後も引き続き実施
していく。

（システム活用と連携強化による適正化）
・国民健康保険団体連合会との連携や適正化システムを活用して事業
所へ疑義照会を行い、過誤請求により保険給付の適正化につなげるこ
とができた。今後も連携していくとともに適正化システムの更なる活
用に努め、介護給付等の適正化を図っていく。

3-3

3　利用者が
適切にサービ
スを選択でき
ることへの支
援（Ｐ
131）

○介護サービス
の積極的な情報
提供

・利用者の選択を通じた
サービスの質の向上。
・総合事業の周知が十分で
ない。

・利用者が適切なサービス
を選択できるよう、介護
サービスだけでなく総合事
業やインフォーマル資源に
ついても情報提供してい
く。

（介護保険制度全般の周知）
・介護保険制度に関するパンフレットやホームページの内容を最新の
状態に保ち、情報提供を行った。引き続き、情報提供を行っていく。

（総合事業及び多様な資源の「見える化」と活用促進）
・総合事業やインフォーマルサービスに関する認知度向上のため、作
成したパンフレット等を活用し、積極的な周知を図った。引き続き、
ホームページや広報紙など多様な媒体を用い、利用者が自身のニーズ
に合ったサービスを選択できるよう情報提供を行っていく。
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